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６．要約 

【課題】 本発明は、数千枚程度の大規模な建築物をカバーでき、３次元ＣＡＤを施工段階で使用す

ることによって、３次元ＣＡＤによる利点を生かした建築図面管理システムを提供することを目的と

する。 

【解決手段】 全体設計端末１で作成されたレイヤ枠データ２００をサーバ４に送信し、サーバ４中の

記憶部４４に記憶させる。次に部分設計端末２をサーバ４に接続し、レイヤ枠データ２００を取得し、
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取得したレイヤ枠を加工し、加工したレイヤ枠をサーバ４に送信する。送信されたレイヤ枠データは、

サーバ４中の前記記憶部４４に記憶される。毎日、現場管理端末３とサーバ４を接続して、建築現場で

枠データをサーバ４から取得し、これを変換プログラム３４で３次元図面に変換して、建築図面チェッ

クをリアルタイムに行うことができる。 

【選択図】    図１ 

 

７．特許請求の範囲 

【請求項１】 

枠データを記憶する記憶手段を備えたサーバと、 

前記枠データを生成する生成手段と、前記サーバに前記枠データを送信する第１の送信手段とを備え

た第１の端末と、 

前記枠データを前記サーバから取得する第１の取得手段と、前記第１の取得手段により取得した枠デ

ータを加工し、前記加工した枠データを前記サーバに送信する第２の送信手段とを備えた第２の端末

と、 

前記枠データを前記サーバから取得する第２の取得手段と、前記第２の取得手段により取得した枠デ

ータを検証する検証手段を備えた第３の端末と 

上記前記第１の端末乃至前記第３の端末と前記サーバとの間をインターネット網を介して接続する通

信回線と 

を備えたことを特徴とする建築図面管理システム。 

【請求項２】 

前記枠データは、階層枠データ、領域枠データ、レイヤ枠データからなることを特徴とする請求項１

に記載の建築図面管理システム。 

【請求項３】 

前記第１の端末において、前記階層枠データ中の所定の領域を複数の領域に分割して前記領域枠デー

タを生成する領域枠生成手段と、前記領域枠データから複数の前記レイヤ枠を生成するレイヤ枠生成

手段とを備えたことを特徴とする請求項１又は、請求項２に記載の建築図面管理システム。 

【請求項４】 

前記記憶手段において、前記枠データを階層枠データ、領域枠データ、レイヤ枠データの順にアーキ

テクチャ構造を１つの組として、前記１つの組を日別に異なったデータとして記憶することを特徴と

する請求項１乃至３に記載の建築図面管理システム。 

【請求項５】 

前記第２の端末において、レイヤ枠選択画面上のレイヤ枠ボタンをクリックすることによって、レイ

ヤ枠を表示させる第１の枠表示手段を備えたことを特徴とする請求項１乃至４に記載の建築図面管理

システム。 

【請求項６】 

前記第３の端末において、枠選択画面上の階層枠ボタン、領域枠ボタン、又はレイヤ枠ボタンをクリ

ックすることによって、階層枠、領域枠、又はレイヤ枠を前記第３の端末の表示部に表示させる第２

の枠表示手段を備えたことを特徴とする請求項１乃至５に記載の建築図面管理システム。 

【請求項７】 

前記第３の端末において、その取得した前記枠データを前記検証手段において検証し、その結果、前

記枠データの修正が必要な場合は、前記枠データの修正要求を前記第２の端末に送信する修正要求送

信手段と、修正が必要ない場合は、チェック済信号を前記サーバに送信するチェック済信号送信手段

と、前記サーバが備えた記憶部にチェック済の旨を記憶するチェック済記憶手段とを備えたことを特

徴とする請求項１乃至５に記載の建築図面管理システム。 

 

８．発明の詳細な説明 

【技術分野】 
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【０００１】 

本発明は、建築物の設計・施工・管理に使用・作成される膨大な施工図面を共通の枠で作成し、これ

をサーバで一括管理することにより、リアルタイムに図面のチェックを行える建築図面管理システム

に関する。 

【背景技術】 

【０００２】 

建築物の企画・設計・施工・管理という一連の業務プロセスには、設計事務所、施工業者、建築物管理

者の他にも資材・設備機器メーカーに至るまで多くの関係者が関与し、膨大な数の図面が存在している。

近年、ＣＡＤ（Ｃｏｍｐｕｔｅｒ Ａｉｄｅｄ Ｄｅｓｉｇｎ）の導入により、設計業務の効率化と図

面情報の電子化が図られているが、現実には、各図面担当者がＣＡＤ図面データを紙に出力し、それを

現場に持ち寄って打ち合わせし、図面データの修正、変更作業を繰り返している。このように、建築現

場施工図作成上の非能率・非効率な現状は、図面情報の電子化が図られた現在においても大きく変わっ

ていない。 

【０００３】 

また、２次元ＣＡＤで作成した図面は２次元図面であるため、２次元図面から３次元モデルとしての建

築物の形状認識は多くの経験を要する。このため、設計ミスや干渉チェックを２次元図面作成段階から

見つけ出すのは困難である。 

【０００４】 

このような問題点を解決するため、近年では、３次元的にＸ、Ｙ、Ｚ軸で表現された建築物を表現でき

る機能をもった３次元ＣＡＤが一般的に普及してきた。３次元ＣＡＤは、建築物を３次元表現できるた

め、設計者自身も建築物のあらゆる角度から視覚的に検証でき、設計ミス、干渉チェックを設計段階か

ら見つけやすい利点がある。現在、３次元ＣＡＤによる建築物のモデリングは、外観や室内の検討やプ

レゼンテーション等の企画、基本設計段階によく使われている。 

【０００５】 

近年、インターネットの発達により、さまざまなデータのやりとりが容易になっている現状においては、

ＣＡＤによって作成された図面の電子データもインターネットを使ってやりとりできるようになって

きており、建築図面管理システムにおいても生かされつつある。 

【０００６】 

特許文献１においては、３次元のオブジェクト指向型ＣＡＤによって作成された３次元図面と２次元図

面（躯対図、平面詳細図等）を連動させた図面データをサーバに保存しておき、そのサーバと設計業者、

現場管理者等の端末をインターネットによって接続して、各端末から図面データを見ることができよよ

うにした技術が開示されている。 

【特許文献１】 

特開２００２－１９７１２６ 

【発明の開示】 

【発明が解決しようとする課題】 

【０００７】 

しかしながら、特許文献１において想定されている３次元ＣＡＤは、３次元のオブジェクト指向型Ｃ

ＡＤである。３次元のオブジェクト指向型ＣＡＤは、一般的に建築物の壁、サッシ、ドア等のあらか

じめ部品登録されたオブジェクトを配置設計するものであり、図面も設計図、施工図合わせても２０

０枚程度の小住宅や小規模建築物の３次元ＣＡＤとして一般的には使用されているものであり、図面

も設計図、施工図合わせても数千枚程度の大規模な建築物をカバーできない。また、３次元のオブジ

ェクト指向型ＣＡＤは、施工段階における施工図の要求をかなえる機能を有していない。 

【０００８】 

また、建築物３次元モデルを施工段階で利用する場合、建築物３次元モデルの詳細設計が最終的なも

のでないと利用できない。現在の建築現場では、３次元ＣＡＤで施工図を作成していない。コスト的

にも時間的にも施工段階での３次元モデル作成は困難であるからである。設計段階で作成された建築

物３次元モデルは、基本設計データを基にした建築物３次元モデルであって、これは、通常打ち合わ

せ用として用いられる。 
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【０００９】 

以上のような問題に鑑みて、本発明は、数千枚程度の大規模な建築物をカバーでき、３次元ＣＡＤを

施工段階で使用することによって、３次元ＣＡＤによる利点を生かした建築図面管理システムを提供

することを目的とする。 

【課題を解決するための手段】 

【００１０】 

上記に挙げた目的を達成するために、第１の発明は、 

枠データを記憶する記憶手段を備えたサーバと、 

前記枠データを生成する生成手段と、前記サーバに前記枠データを送信する第１の送信手段とを備え

た第１の端末と、 

前記枠データを前記サーバから取得する第１の取得手段と、前記第１の取得手段により取得した枠デ

ータを加工し、前記加工した枠データを前記サーバに送信する第２の送信手段とを備えた第２の端末

と、 

前記枠データを前記サーバから取得する第２の取得手段と、前記第２の取得手段により取得した枠デ

ータを検証する検証手段を備えた第３の端末と 

上記前記第１の端末乃至前記第３の端末と前記サーバとの間をインターネット網を介して接続する通

信回線と 

を備えたことを特徴とする。 

【００１１】 

第２の発明は、前記枠データは、階層枠データ、領域枠データ、レイヤ枠データからなることを特徴と

する。 

【００１２】 

第３の発明は、前記第１の端末において、前記階層枠データ中の所定の領域を複数の領域に分割して前

記領域枠データを生成する領域枠生成手段と、前記領域枠データから複数の前記レイヤ枠を生成するレ

イヤ枠生成手段とを備えたことを特徴とする。 

【００１３】 

第４の発明は、前記記憶手段において、前記枠データを階層枠データ、領域枠データ、レイヤ枠データ

の順にアーキテクチャ構造を１つの組として、前記１つの組を日別に異なったデータとして記憶するこ

とを特徴とする。 

【００１４】 

第５の発明は、前記第２の端末において、第１の枠選択画面上のレイヤ枠ボタンをクリックすることに

よって、レイヤ枠を表示させる第１の枠表示手段を備えたことを特徴とする。 

【００１５】 

第６の発明は、前記第３の端末において、第２の枠選択画面上の階層枠ボタン、領域枠ボタン、又はレ

イヤ枠ボタンをクリックすることによって、階層枠、領域枠、又はレイヤ枠を前記第３の端末の表示部

に表示させる第２の枠表示手段を備えたことを特徴とする。 

【００１６】 

第７の発明は、前記第３の端末において、その取得した前記枠データを前記検証手段において検証し、

その結果、前記枠データの修正が必要な場合は、前記枠データの修正要求を前記第２の端末に送信する

修正要求送信手段と、修正が必要ない場合は、チェック済信号を前記サーバに送信するチェック済信号

送信手段と、前記サーバが備えた記憶部にチェック済の旨を記憶するチェック済記憶手段とを備えたこ

とを特徴とする。 

【発明の効果】 

【００１７】 

第１の発明によれば、枠データを記憶する記憶手段を備えたサーバと、 

前記枠データを生成する生成手段と、前記サーバに前記枠データを送信する第１の送信手段とを備え

た第１の端末と、 

前記枠データを前記サーバから取得する第１の取得手段と、前記第１の取得手段により取得した枠デ

ータを加工し、前記加工した枠データを前記サーバに送信する第２の送信手段とを備えた第２の端末
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と、 

前記枠データを前記サーバから取得する第２の取得手段と、前記第２の取得手段により取得した枠デ

ータを検証する検証手段を備えた第３の端末と 

上記前記第１の端末乃至前記第３の端末と前記サーバとの間をインターネット網を介して接続する通

信回線と 

を備えているので、設計業者によって、統一された形式の枠データを使って作成された図面データを現

場においてリアルタイムに３次元図面データに変換してチェックでき、建築の工程を細かく管理でき、

建築の作業の効率を上げることができる。 

【００１８】 

第２の発明によれば、前記枠データは、階層枠データ、領域枠データ、レイヤ枠データからなるので、

階層レベル、領域レベル、レイヤレベルで枠データをチェックできる。 

【００１９】 

第３の発明によれば、前記第１の端末において、前記階層枠データ中の所定の領域を複数の領域に分

割して前記領域枠データを生成する領域枠生成手段と、前記領域枠データから複数の前記レイヤ枠を

生成するレイヤ枠生成手段とを備えているので、第１の端末によれば、簡単に領域枠データ、レイヤ

枠データを作成することができる。 

【００２０】 

第４の発明によれば、前記記憶手段において、前記枠データを階層枠データ、領域枠データ、レイヤ

枠データの順にアーキテクチャ構造を１つの組として、前記１つの組を日別に異なったデータとして

記憶したので、枠データを見る時に、見たい部分のデータを階、又は領域、又はレイヤを指定するだ

けで迅速に見ることができる。また、前記図面データを日ごとに記憶してあるから、過去における枠

データを見たりできるので、建築設計の全体的な進み具合等も把握することが可能となる。 

【００２１】 

第５の発明によれば、前記第２の端末において、第１の枠選択画面上のレイヤ枠ボタンをクリックす

ることによって、レイヤ枠を表示させる第１の枠表示手段を備えているので、枠データを前記第２の

端末において表示させる操作が簡単になる。 

【００２２】 

第６の発明によれば、前記第３の端末において、第２の枠選択画面上の階層枠ボタン、領域枠ボタン、

又はレイヤ枠ボタンをクリックすることによって、階層枠、領域枠、又はレイヤ枠を前記第３の端末

の表示部に表示させる第２の枠表示手段を備えているので、図面データを前記第３の端末において表

示させる操作が簡単になる。 

【００２３】 

第７の発明によれば、前記第３の端末において、その取得した前記枠データを前記検証手段において

検証し、その結果、前記枠データの修正が必要な場合は、前記枠データの修正要求を前記第２の端末

に送信する修正要求送信手段と、修正が必要ない場合は、チェック済信号を前記サーバに送信するチ

ェック済信号送信手段と、前記サーバが備えた記憶部にチェック済の旨を記憶するチェック済記憶手

段とを備えているので、現場で検証した結果がすぐに図面データに反映されることになり、全体とし

て仕事を迅速に進めることが可能となる。 

【発明を実施するための最良の形態】 

【００２４】 

本発明の建築図面管理システムを図面を参照して、以下具体的に説明する。図１は、本発明が適用さ

れた建築図面管理システムの全体構成の一例を示したものである。通信回線として、インターネット

網５を用い、インターネット網５を介して、全体設計端末１、部分設計端末２、現場管理端末３がサ

ーバ４に接続できるようになっている。 

【００２５】 

なお、全体設計端末１、部分設計端末２、現場管理端末３がサーバ４に接続する時に、セキュリティ

を考慮して、サーバ４に接続認証機能プログラムを設け、上記各端末がサーバ４に接続する場合にＩ

Ｄとパスワードを要求するようにしてもよい。 

【００２６】 
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全体設計端末１は、２次元図面データ、３次元図面データを扱える機能を有した端末であり、例えば、

３次元ＣＡＤが該当する。部分設計端末２は、２次元図面データを作成する機能を有した端末であり、

例えば、２次元ＣＡＤが該当する。現場管理端末３は、２次元図面データ、３次元図面データを扱え

る機能を有した端末であり、例えば、３次元ＣＡＤが該当する。 

【００２７】 

次に本発明の建築図面管理システムの実施の形態における動作について、図２～図１２を使って説明

する。図２は、全体設計端末１とサーバ４、部分設計端末２とサーバ４の動作を示すフローチャート

図である。 

【００２８】 

まず、ステップＳ１０１においては、全体設計端末１で、階層枠データ１００を作成する。階層枠デ

ータ１００とは、階毎の平面図１００ａ、正面図１００ｂ、背面図１００ｃ、右側面図１００ｄ、左

側面図１００ｅ，天井見上げ図１００ｆからなり、例えば、画面上において、図３において示すよう

な階層枠表示画面の態様で出力される。 

【００２９】 

次に全体設計端末１の構成について図４を参照して説明する。図４は、全体設計端末１のブロック図

を示している。全体設計端末１は、入力部１１、制御部１２、演算部１３、図面作成部１４ａ、変換

部１４ｂ、枠データ生成部１４ｃ、表示部１５、データメモリ部１６、通信部１７を備えている。 

【００３０】 

全体設計端末１で階層枠データ１００を作成する場合、図３の左上にある階表示部６０に階をまず入

力する。入力部１１から制御部１２に図面作成プログラム呼び出し信号を送り、図面作成部１４ａか

ら図面作成プログラムを呼び出す。次に入力部１１から入力したデータは、演算部１３で図面作成プ

ログラムにしたがって演算され、演算結果は、データメモリ部１６に記憶され、表示部１５において

は、たとえば、図３に示すように表示される。図面作成プログラムは、例えば、ＣＡＤで使用されて

いる図面作成プログラムがある。 

【００３１】 

また、作成した階層枠データ１００が建築構造物として不整合部分があるか否かを確認する場合は、

作成した階層枠１００を３次元図面に変換して確かめる。この場合は、入力部１１から制御部１２に

変換プログラム呼び出し信号を送り、階層枠データを３次元図面データに変換する変換プログラムを

変換部１４ｂから呼び出す。演算部１３で変換プログラムにしたがって、データメモリ部１６に記憶

された階層枠データ１００が３次元に変換され、表示部１５において３次元図面として表示される。

これを検証して、建築構造物として不整合部分があるか否かを確認する。ここで変換プログラムは、

例えば、３次元ＣＡＤで使用されている２次元図面を３次元図面に変換する変換プログラムを用いる。 

【００３２】 

次にステップＳ１０２において、全体設計端末１で作成した階層枠データ１００から領域枠データ２

００、レイヤ枠データ３００を作成する。領域枠データ２００は、階層枠１００中の所定の領域を複

数に分割した枠データであり、レイヤ枠データ３００は、領域枠データ２００をレイヤ数分だけ複製

した枠データであり、また、部分設計端末を使用する業者が設計に際して使用する枠データである。

レイヤ枠データ３００上に各設計業者が設計作業を行う。この設計作業によって、サッシ施工図、設

備施工図等が作成されることになる。領域枠データ２００も階毎の平面図２００ａ、正面図２００ｂ、

背面図２００ｃ、右側面図２００ｄ、左側面図２００ｅ，天井見上げ図２００ｆからなり、例えば、

画面上において、図５において示すような領域枠表示画面の態様で出力される。レイヤ枠データは、

領域枠データの複製なのでその表示画面も図５に示す画面態様とほぼ同様になる。 

【００３３】 

階層枠データ１００と領域枠データ２００、又はレイヤ枠データ３００との関係は、図３の階層枠表

示画面中の平面図１００ａ、天井見上げ図１００ｆにおいて、例えば、Ｙ１線、Ｙ２線、Ｙ３線、Ｘ

１線、Ｘ２線によって、２つの領域１、領域２に分けているが、領域枠データ２００、又はレイヤ枠

データ３００は、この領域１又は領域２の部分についてのみの枠データである。ある領域枠データ２

００、又はレイヤ枠データ３００が領域１か領域２かは、図５の左上方にある参照番号６４に「１階

―領域１―レイヤ４」のように示されている。参照番号６４にある「１階―領域１―レイヤ４」の表
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示がされた枠データと「１階―領域２―レイヤ４」の表示がされた枠データとを合わせると図３に示

された階層枠データ１００になる。 

【００３４】 

領域枠データ２００及びレイヤ枠データ３００を生成する領域枠生成手段及びレイヤ枠作成手段につ

いて以下説明する。ここで領域枠生成手段及びレイヤ枠作成手段の内容を図６に示すフローチャート

で説明する。ステップＳ００１において、階層枠データ１００より、通り芯データを取り出す。通り

芯データは、例えば、図３に示す通り芯Ｙ１線、Ｙ２線、Ｙ３線、Ｘ１線、Ｘ２線等の線分情報（始

点、終点の座標データ、及び始点から終点へのベクトル）をいう。ステップＳ００２において、ステ

ップＳ００１で得られた線分情報をもとに、それぞれの通り芯どうしの交点座標を計算する。ステッ

プＳ００３において、ステップＳ００２で得られた交点座標により、一領域を認識し、一領域を構成

する通り芯データ（一領域を構成する前記線分情報）を得る。一領域を認識するには、例えば、ある

通り芯の線分情報のうち終点から見て、ベクトル方向時計回りに９０度回転において最短距離にある

点を終点とする新たな線分を作り、作ったらその終点から前記と同様の動作を繰り返し、最初の終点

に対応する始点を終点とする線分情報とする線分が作られた時点で一領域が認識されることになる。

ステップＳ００４においては、ステップＳ００３において認識された一領域を枠所定位置に配置する。

これは、図５において示すような態様で表示部１５に出力される。ステップＳ００５において、全て

の領域において、ステップＳ００３～Ｓ００４の過程作業が終了したか否かを判断し、終了していな

い場合は、他の一領域について、ステップＳ００３～Ｓ００４の作業が行われる。全ての領域につい

て、枠所定位置の配置が終了したら、ステップＳ００６で領域枠データが完成し、領域枠の生成が終

了する。ステップＳ００７において、レイヤ数指定部６１に必要なレイヤ数を入力し、ステップＳ０

０８において、その入力されたレイヤ数の数だけ領域枠データが作成されたかを判断する。入力され

たレイヤ数の数だけ領域枠データが生成されていない場合は、ステップＳ００３にフィードバックし、

入力されたレイヤ数の数だけ領域枠データが生成されるまで繰り返される。入力されたレイヤ数の数

だけ領域枠データが生成されたら、ステップＳ００９において、レイヤ枠データ３００の完成である。 

【００３５】 

以上のような内容を持つ領域枠生成手段及びレイヤ枠作成手段は、例えば、図３に示すようにマウス

ポインタ６３を枠作成ボタン６２に当て、クリックすることによって行う。クリックすることによっ

て、制御部１２に枠生成信号を送信し、それを受けて枠データ生成部１４ｃから枠データ生成プログ

ラムが呼び出され、演算部１３で前記ステップＳ００１～ステップＳ００８に従った演算動作が行わ

れ、その結果生成された領域枠データ２００、又はレイヤ枠データ３００は、データメモリ部１６の

記憶される。 

【００３６】 

以上のようにして領域枠データ２００、又はレイヤ枠データ３００が作成されたら、ステップＳ１０

３において、入力部１１から送信信号を入力し、制御部１２、通信部１７を経て、インターネット網

５を介して、レイヤ枠データ３００の情報を含んだレイヤ枠データ信号１０００をサーバ４に送信す

る。 

【００３７】 

ステップＳ１０４において、レイヤ枠データデータ信号１０００をサーバ４において受信し、ステッ

プＳ１０５において、レイヤ枠データ３００を記憶部４４に記憶する。 

【００３８】 

ここでサーバ４について、図７のサーバ４のブロック図を参照して説明する。サーバ４は、通信部４

１、制御部４２、演算部４３、記憶部４４、検索部４５を備えている。 

【００３９】 

以上のようにして、レイヤ枠データ３００をサーバ４の記憶部４４に記憶させたら次にステップＳ１

０６において、インターネット網５を介して、部分設計端末２をサーバ４に接続し、レイヤ枠選択画

面要求信号１００１を送信する。ステップＳ１０７において、サーバ４において、レイヤ枠選択画面

要求信号１００１を受信したら、サーバ４は、ステップＳ１０８において、レイヤ枠選択画面信号１

００２を部分設計端末２に送信する。 

【００４０】 



 

 

8 

8 

ここで部分設計端末２について、図８の部分設計端末２のブロック図を参照して説明する。２次元設

計端末２は、入力部２１、制御部２２、演算部２３、図面作成部２４、表示部２５、データメモリ部

２６、通信部２７を備えている。 

【００４１】 

ステップＳ１０９において、レイヤ枠選択画面信号１００２を部分設計端末２において受信し、表示

部２５に表示する。表示部２５には、例えば、図９に示すような階層枠、領域枠、レイヤ枠順の階層

構造になったレイヤ枠選択画面２０２が表示される。部分設計端末２においては、階層枠、領域枠の

データは必要ないので、階層枠、領域枠は、選択できないようになっている。レイヤ枠選択画面２０

２の右上には、日又は、期間を入力できる期間入力部６６がある。 

【００４２】 

表示部中の各レイヤは、例えば、レイヤ１は、サッシ工事業者レイヤ、レイヤ２は、電気工事業者の

レイヤ、レイヤ３は、機械設備工事のレイヤ等のように各部門別のレイヤとなっている。各工事業者

は、自分の担当レイヤにおけるレイヤ枠データについてのみ取得して、設計業務を行う。ステップＳ

１１０において、レイヤ枠選択画面２０２中から必要なレイヤ枠データを選択し、必要レイヤ枠デー

タ要求信号１００３を送信する。具体的には、入力部２１から、例えば、図９に示すように部分設計

端末２のレイヤ枠選択画面２０２中の自分の担当のレイヤボタン部分にマウスポインタ６３を当てク

リックすることによって、制御部２２に信号を送り、通信部２７を通じてサーバ４に必要レイヤ枠デ

ータ要求信号１００３を送る。例えば、サッシ工事業者は、レイヤ枠選択画面２０２中のレイヤ１ボ

タンにマウスポインタ６３を当てて、クリックする。 

【００４３】 

ステップＳ１１１において、サーバ４は、その必要レイヤ枠データ要求信号１００３を受け、ステッ

プＳ１１２において、要求信号に応じたレイヤ枠データを記憶部４４から検索し、その検索されたレ

イヤ枠データを部分設計端末２に送信する。 

【００４４】 

ステップＳ１１２におけるサーバ４における動作を説明する。ステップＳ１１１において、受信した

必要レイヤ枠データ要求信号１００３は、通信部４１を通じて、制御部４２に送られ、制御部４２は、

検索部４６から検索プログラムを呼び出し、演算部４３で検索プログラムにしたがって演算して、要

求信号に応じたレイヤ枠データを記憶部４４から検索して、そのレイヤ枠データ２００を部分設計端

末２に送信する。 

【００４５】 

ステップＳ１１３において、部分設計端末２において枠データ信号１００４を受信し、要求したレイ

ヤ枠データを得ると、例えば、図５に示すような画面が表示部２５に表示される。要求したデータか

否かは、画面左上にある参照番号６４に表示された「階―領域―レイヤ」の表示で確認する。例えば、

要求した枠データ２００が「１階―領域１―レイヤ４」の場合は、参照番号６４に表示された「階―

領域―レイヤ」の表示も「１階―領域１―レイヤ４」になる。 

【００４６】 

ステップＳ１１４において、そのレイヤ枠データを加工し、新たなレイヤ枠データを作成し、その加

工したレイヤ枠データをサーバ４に送信する。この場合は、入力部２１から、制御部２２に図面作成

部２４を起動させる信号を送り、その信号を受けて制御部２２が図面作成部２４から図面作成プログ

ラム２４を呼び出し、図面作成プログラム２４にしたがって、入力部２１から入力されたデータが演

算部２３で演算され、演算結果がデータメモリ部２６に記憶され、表示部２５に出力される。図面作

成プログラム２４は、例えば、ＣＡＤで使用されている図面作成プログラムがある。 

【００４７】 

部分設計端末２によって、作成されたレイヤ枠データは、例えば、図１０、１１に示すようになる。

図１０は、「１階―領域１―レイヤ１」のレイヤ枠データを加工して、サッシ業者が新たなレイヤ枠デ

ータを作成した例であり、図１１は、「１階―領域１―レイヤ２」のレイヤ枠データを加工して、電気

工事業者が新たなレイヤ枠データを作成した例である。 

【００４８】 

以上のようにして加工して作成されたレイヤ枠データは、例えば、マウスポインタ６３を送信ボタン
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６５に当て、クリックすることによって、加工して作成された枠データを枠データ信号１００５とし

て送信する。枠データ信号１００５は、通信部２７、インターネット網５を介して、サーバ４に送信

される。 

【００４９】 

枠データ信号１００５は、ステップＳ１１５において、サーバ４で受信され、記憶部４４に記憶され

る。記憶部４４は、例えば、図１２に示すような階層枠データ、領域枠データ、レイヤ枠データの順

にアーキテクチャ構造を１つの組として、前記１つの組を日別に異なったデータとして記憶されてい

る。ある日において、複数回、加工した枠データを送信した場合は、その日の間なら枠データは更新

され、ある日において最終的に送った枠データがその日における枠データとして、記憶されることに

なる。日が変わると、枠データは、別の日のデータとして別に記憶される。 

【００５０】 

各設計業者は、以上のことを日々繰り返してレイヤ枠データを完成させていく。これと時間的に平行

して、現場管理者は、その各設計業者が作成したレイヤ枠データについてチェックしていく。現場管

理者がレイヤ枠データをチェックする時の現場管理端末３とサーバ４の動作を図１３～１６を使って

以下説明する。 

【００５１】 

まず、現場管理端末３について、図１４の現場管理端末３のブロック図を参照して説明する。現場管

理端末３は、入力部３１、制御部３２、演算部３３、変換部３４、表示部３５、データメモリ部３６、

通信部３７を備えている。 

【００５２】 

図１３は、現場管理端末３とサーバ４の動作を示すフローチャートである。ステップＳ２０１におい

て、現場管理端末３をインターネット網５を通じて、サーバ４に接続し、枠選択画面要求信号２００

０をサーバ４に送信する。ステップＳ２０２において、サーバ４が枠選択画面要求信号２０００を受

信したら、ステップＳ２０３において、サーバ４は、現場管理端末３に枠選択画面信号２００１を送

信する。ステップＳ２０４において、現場管理端末３が枠選択画面信号２００１を受信したら、現場

管理端末３の表示部３５には、例えば、図１５に示すような枠選択画面２０３が表示される。 

【００５３】 

ステップ２０４において、現場管理端末３の表示部３５に表示された枠選択画面２０３において、画

面右上にある期間指定部６６において、入力部３１から、現場管理端末３において日や期間を指定し、

例えば、現場管理端末３の表示画面中の階層枠ボタン、又は領域枠ボタン、又はレイヤ枠ボタン部分

にマウスポインタ６３を当てクリックすると、信号が制御部３２から通信部３７を通じて、日、期間、

階層枠、領域枠、レイヤ枠について指定された要求枠信号２００２がサーバ４へ送信される。 

【００５４】 

ステップＳ２０６において、要求枠データ信号２００２がサーバ４で受信され、ステップＳ２０７に

おいて、要求枠データ信号に応じた枠データを記憶部４４から検索する。検索の動作は、サーバ４の

制御部４２が検索部４６から検索プログラムを呼び出し、検索プログラムにしたがって、日、期間、

階層枠、領域枠、レイヤ枠について指定された枠データが記憶部４４から検索され、その検索結果が

サーバ４から現場管理端末３に送信されるようになっている。 

【００５５】 

図１５の期間指定部６６において日のみを指定した場合は、その指定した日のみの枠データを閲覧で

きる。例えば、期間入力部６６に２００４年２月１４日と入力すると２００４年２月１４日分の枠デ

ータが得られる。期間指定部６６において期間を指定した場合は、その指定した期間に記憶された枠

データを閲覧できる。例えば、期間初日が２００４年２月１２日の場合に期間指定部６６に２００４

年２月１２日から２００４年２月１８日と入力するとその間に蓄積された枠データが得られる。 

【００５６】 

また、階層枠ボタンをクリックするとその階の階層枠データを要求していることになる。例えば、図

１５の「２階」の部分にマウスポインタ６３を当てクリックすると、「２階」部分の階層枠データを取

得できる。ある階のある領域を指定するとそのある階のある領域の枠データを全て要求していること

になる。図１５の「３階―領域２」のボタン部分に、マウスポインタ６３を当てクリックすると、「３
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階―領域２」部分の領域枠データを取得できる。 

【００５７】 

ステップＳ２０８において、枠データ信号２００３を現場管理端末で受信し、枠データを得る。ステ

ップＳ２０９において、枠データについて、建築現場で閲覧する場合は、３次元図面として見た方が

建築物の不整合をチェックできる。この場合は、現場管理端末３の入力部３１から枠データを３次元

図面データに変換を要求する信号を制御部３２へ送り、制御部３２は、変換部３４から変換プログラ

ムを呼び出し、変換プログラムにしたがって、演算部３３で図面データ２０１を３次元図面データに

変換する演算が行われ、演算結果がデータメモリ部３６に記憶される。表示部３５には、例えば、図

１６に示すような３次元図面が表示される。表示部３５に表示された操作部６８にマウスポインタ６

３を当てて、３次元図面を操作していろいろな角度から建築物の不整合をチェックする。なお、変換

プログラムは、例えば、３次元ＣＡＤで使用されている２次元図面を３次元図面に変換する変換プロ

グラムを用いる。 

【００５８】 

ステップＳ２１０において、前記のようにして３次元図面に変換した枠データで構造物に不整合部分

があるか否かをチェックし、不整合部分がある場合は、現場管理端末から部分設計端末２に不整合部

分についての修正内容を含む修正要求データ信号２００４を送信し、ステップＳ２１２において、部

分設計端末２は、修正要求データ信号２００４を受信し、ステップＳ２１３において、部分設計端末

２で枠データを修正し、修正した枠データを修正枠データ信号２００５として、インターネット網５

を介して、現場管理端末３に送信する。修正枠データ信号２００５を受信した現場管理端末３は、再

びステップＳ２０８からの動作に戻り、以後ステップＳ２１０において、枠データ２０１に不整合部

分がなくなるまで繰り返されることになる。 

【００５９】 

枠データ２０１に不整合部分がない場合、ステップＳ２１１に進み、現場管理端末３から枠データチ

ェック済信号２００６をサーバ４に送信し、ステップＳ２１４において、サーバ４は、図面データチ

ェック済信号２００６を受信し、その旨の情報が記憶部４４に記憶される。ここで図面データチェッ

ク済信号が送られた図面データ２０１には、以後、その枠データを受信した場合、例えば、「チェック

済」等その旨の表示がされることになる。 

【００６０】 

このように、現場においては、リアルタイムにその時点までに出来上がっている図面を閲覧できるの

で、建築の状況を把握できることになり、効率良い作業に資する。また、レイヤ枠データを元に加工

して作成したレイヤ枠データがそのまま３次元図面データに変換できる基礎となるので、建築現場で

は容易に施工図面のチェックができ、もし何か問題あれば、部分設計端末２で枠データを元に設計し

た部分設計業者にリアルタイムに施工図面の修正・変更を指示でき、施工図作成過程において迅速に

対応が可能となる。 

【００６１】 

また、枠データが日ごとに記憶されているので、例えば、現場管理端末に、前記日ごとの枠データを

一定時間経過ごとにその枠がスライドするような機能を持たせ、それを画面上に３次元図面として、

表示部３５に表示させることによって、どの日にどの程度の仕事の進み具合があったか等、施工図面

作成過程の全体が見渡せるので、現在の建築物の施工図作成の案件において、そのデータを生かして、

更に効率良い作業に資することになる。 

 

９．図面 

【図面の簡単な説明】 

【００６２】 

【図１】 

本発明の建築図面管理システムの全体構成の一例を示す図である。 

【図２】 

全体設計端末とサーバとの間の動作、部分設計端末とサーバとの間の動作を示すフローチャートである。 
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【図３】 

全体設計端末によって作成した階層枠データの一部を表示部に出力した図である。 

【図４】 

本発明の建築図面管理システムで使用する全体設計端末のブロック図である。 

【図５】 

本発明の建築図面管理システムで使用されるサーバの構造を示す図である。 

【図６】 

領域枠データ及びレイヤ枠データ生成の流れを示すフローチャートである。 

【図７】 

本発明の建築図面管理システムで使用するサーバのブロック図である。 

【図８】 

本発明の建築図面管理システムで使用する部分設計端末のブロック図である。 

【図９】 

枠データ選択画面を表示部に出力した図である。 

【図１０】 

枠データを使ってアルミサッシ業者が加工をした図面データを表示部に出力した図である。 

【図１１】 

枠データを使って電気工事業者が加工をした枠データを表示部に出力した図である。 

【図１２】 

本発明の建築図面管理システムで使用する記憶部の構成を示す図である。 

【図１３】 

現場管理端末とサーバ、現場管理端末と部分設計端末との間の動作を示すフローチャートである。 

【図１４】 

本発明の建築図面管理システムで使用する現場管理端末のブロック図である。 

【図１５】 

枠選択画面を表示部に出力した図である。 

【図１６】 

現場管理端末において、枠データを変換プログラムで３次元図面に変換した態様を表示部に出力した図

である。 

 

【符号の説明】 

【００６３】 

１ 全体設計端末 

２ 部分設計端末 

３ 現場管理端末 

４ サーバ 

５ インターネット網 

１１、２１、３１ 入力部 

１２、２２、３２、４２ 制御部 

１３、２３、３３、４３ 演算部 

１４ａ、２４ 図面作成部 

１４ｂ、３４ 変換部 

１４ｃ 枠データ生成部 

１５、２５、３５ 表示部 

１６、２６、３６ データメモリ部 

１７、２７、３７、４７ 通信部 

４４ 記憶部 

４５ 検索プログラム 

６０ 階表示部 
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６１ レイヤ数入力部 

６２ 枠作成ボタン 

６３ マウスポインタ 

６４ 部分表示部 

６５ 送信ボタン 

６６ 期間指定部 

１００ 階層枠データ 

２００ 領域枠データ 

２０１ 図面データ 

２０２ レイヤ枠選択画面 

２０３ 枠選択画面 

３００ レイヤ枠データ 


